
○地域手当の運用について

（平成１８年３月２４日岡人委第１８５号通知）

（沿革）

平成２６年 ３月 ３日第２５１号 平成２７年 ３月２０日第３１４号

平成２８年 ３月２２日第２９５号 平成３０年 ７月 ９日第１０９号

令和 ７年 ３月２１日第３５４号 改正

岡山県職員給与条例（昭和２６年岡山県条例第１８号。以下「給与条例」

という。）及び地域手当に関する規則（平成１８年岡山県人事委員会規則第

６号。以下「規則」という。）の運用について次のように定め、平成１８年

４月１日から適用することとしたので通知します。

なお、これに伴い、調整手当の運用について（平成８年岡人委第３２５号

通知）は、廃止します。

記

給与条例第１０条の２及び規則第３条関係

一 公署の分室、分場その他これに類するもので当該公署とその所在地を

異にするもの（以下「分室等」という。）に在勤する職員に対する地域

手当の支給は、当該分室等の所在する地域の級地及び割合によるものと

する。

給与条例第１０条の４関係

この条の第１項の「人事委員会が定める移転」は、次に掲げる移転とす

る。

一 あらかじめ策定された公署の移転計画に基づく公署の移転

二 その他やむを得ない事情により緊急に行われる公署の移転

別表関係

別表の「人事委員会が認める地域」について、人事院規則９-49（地域手

当）別表第一に定める支給地域及び級地の区分による場合にあっては、規則

別表の規定による人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができ

る。

附則別表関係

附則別表の「人事委員会が認める地域」について、人事院規則９－４９

（地域手当）附則別表第一に定める支給地域及び級地の区分による場合にあ

っては、附則別表の規定による人事委員会の承認があったものとして取り扱

うことができる。


